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    補欠選挙補欠選挙補欠選挙補欠選挙にににに伴伴伴伴うううう在外選挙在外選挙在外選挙在外選挙のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ     

（（（（１０１０１０１０月執行補欠選挙月執行補欠選挙月執行補欠選挙月執行補欠選挙）））） 

（（（（衆議院議員補欠選挙衆議院議員補欠選挙衆議院議員補欠選挙衆議院議員補欠選挙（（（（北海道第北海道第北海道第北海道第 5555 区区区区））））)))) 
 

平成２２年９月１日 

在ポーランド日本国大使館 

 

 衆議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われる予定です。 

本年１０月に行われる補欠選挙の種類及び対象選挙区については、９月１５日に確定されますが、

９月１日現在、衆議院北海道第 5 区選出議員の補欠選挙が予定されています。 

 同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。 

 

１１１１．．．．補欠選挙補欠選挙補欠選挙補欠選挙のののの対象選挙区対象選挙区対象選挙区対象選挙区（（（（予定予定予定予定）））） 

●●●●    衆議院北海道第衆議院北海道第衆議院北海道第衆議院北海道第５５５５区区区区 

    今回今回今回今回のののの補欠選挙補欠選挙補欠選挙補欠選挙ではではではでは、、、、下記下記下記下記のののの衆議院北海道衆議院北海道衆議院北海道衆議院北海道５５５５区内区内区内区内のののの市区町村市区町村市区町村市区町村のののの選挙管理委員会及選挙管理委員会及選挙管理委員会及選挙管理委員会及びびびび石狩石狩石狩石狩

市市市市についてはについてはについてはについては（（（（        ））））内内内内にににに記載記載記載記載されたされたされたされた、、、、合併前合併前合併前合併前のののの旧市町村旧市町村旧市町村旧市町村のののの選挙管理委員会名選挙管理委員会名選挙管理委員会名選挙管理委員会名がががが記載記載記載記載されているされているされているされている

在外選挙人証在外選挙人証在外選挙人証在外選挙人証をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方がががが対象対象対象対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

  

札幌市厚別区札幌市厚別区札幌市厚別区札幌市厚別区、、、、江別市江別市江別市江別市、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市、、、、恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市、、、、北広島市北広島市北広島市北広島市、、、、石狩市石狩市石狩市石狩市（（（（旧旧旧旧「「「「石狩市石狩市石狩市石狩市」、」、」、」、旧旧旧旧「「「「厚田村厚田村厚田村厚田村」、」、」、」、旧旧旧旧「「「「浜浜浜浜

益村益村益村益村」）、」）、」）、」）、石狩郡当別町石狩郡当別町石狩郡当別町石狩郡当別町、、、、石狩郡新篠津村石狩郡新篠津村石狩郡新篠津村石狩郡新篠津村 

 

２２２２．．．．投票投票投票投票することができるすることができるすることができるすることができる方方方方（（（（予定予定予定予定）））） 

●●●●    上記上記上記上記１１１１．．．．のののの対象選挙区対象選挙区対象選挙区対象選挙区（（（（北海道第北海道第北海道第北海道第５５５５区区区区））））内内内内のののの市区町村市区町村市区町村市区町村のののの在外選挙人名簿在外選挙人名簿在外選挙人名簿在外選挙人名簿にににに登録登録登録登録されてされてされてされて在在在在

外選挙人証外選挙人証外選挙人証外選挙人証をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方はははは、、、、投票投票投票投票をすることができますをすることができますをすることができますをすることができます。。。。 

 

３３３３．．．．在外選挙在外選挙在外選挙在外選挙のののの日程日程日程日程（（（（予定予定予定予定）））） 

● 衆議院議員補欠選挙衆議院議員補欠選挙衆議院議員補欠選挙衆議院議員補欠選挙（（（（北海道第北海道第北海道第北海道第５５５５区区区区））））のみののみののみののみの場合場合場合場合。。。。 

  ○ 告示日,        （予定）：平成２２年１０月１２日（火） 

  ○○○○    在外公館投票日在外公館投票日在外公館投票日在外公館投票日,        （（（（予定予定予定予定）：）：）：）：平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（水水水水）））） 

  ○ 日本国内の投票日（予定）：平成２２年１０月２４日（日） 

 

４４４４．．．．投票方法投票方法投票方法投票方法,           
 上記２．に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国

内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。 

    ①①①①    在外公館投票在外公館投票在外公館投票在外公館投票      
 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所（以下、「在外公館」と

いう）であれば、どこの在外公館でも、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票する

ことができます。 

 在外公館投票の投票期間については、原則１日、在外公館投票を実施する在外公館の投票記載

場所において、午前９時３０分から午後５時までの間に投票することができます。なお、今後新

たに衆議院議員又は参議院議員に欠員が生じ補欠選挙が執行される場合には、在外公館投票が行

われる公館数は変動することとなり、最終的には９月１５日の補欠選挙の対象選挙及び選挙区確

定後に決定されます。 

 補欠選挙補欠選挙補欠選挙補欠選挙がががが行行行行われるわれるわれるわれる対象選挙及対象選挙及対象選挙及対象選挙及びびびび選挙区選挙区選挙区選挙区やややや在外公館投票在外公館投票在外公館投票在外公館投票がががが実施実施実施実施されるされるされるされる在外公館等在外公館等在外公館等在外公館等についてはについてはについてはについては、、、、
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９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日のののの確定確定確定確定をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、外務省及外務省及外務省及外務省及びびびび在外公館在外公館在外公館在外公館ののののホームページホームページホームページホームページにににに掲載掲載掲載掲載されますされますされますされます。。。。    

 

    ②②②②    郵便等投票郵便等投票郵便等投票郵便等投票       

 在外選挙人の方が登録されている衆議院北海道５区内の市区町村選挙管理委員会の委員長に対

して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を入手した後、補欠選挙の告示日

の翌日以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会の委員長

へ郵送して投票する方法です。 

 国内投票日の１０月２４日（日）の投票所を閉じる時刻（原則午後８時）までに、投票所に到

着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付する必要がありますので、郵便等投票を

選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。 

 

    ③③③③    日本国内日本国内日本国内日本国内におけるにおけるにおけるにおける投票投票投票投票       
 在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録される

までの間（転入届提出後３か月間）は、衆議院北海道５区内の登録先の市区町村選挙管理委員会

が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することが

できます。 

※※※※    「「「「郵便等投票郵便等投票郵便等投票郵便等投票」」」」及及及及びびびび「「「「日本国内日本国内日本国内日本国内におけるにおけるにおけるにおける投票投票投票投票」」」」のののの詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、外務省外務省外務省外務省ホームペーホームペーホームペーホームペー    

    ジジジジ（（（（http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.htmlhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.htmlhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.htmlhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html））））をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。 

 

５５５５．．．．平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月衆議院議員補欠選挙月衆議院議員補欠選挙月衆議院議員補欠選挙月衆議院議員補欠選挙にににに伴伴伴伴うううう在外選挙日程表在外選挙日程表在外選挙日程表在外選挙日程表    （（（（予定予定予定予定）））） 

 

【【【【    １０１０１０１０    月月月月    】】】】 
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  （（（（注注注注）））） 
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（注） 一部の在外公館において在外公館投票を実施します。 


